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（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
川
本
敏
美
君
提
出
「
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す 

る
特
別
措
置
法
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 

内
閣
衆
質
九
二
第
一
号 

昭
和
五
十
五
年
八
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
川
本
敏
美
君
提
出
「
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整 

備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
明
日

香
村
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
明
日
香
村
に
お
い
て
保
存
の
対
象
と
さ
れ
る
「
歴
史
的
風
土
」
と

は
、
伝
承
飛
鳥
板
蓋
宮
跡
、
伝
承
飛
鳥
浄
御
原
宮
跡
、
大
官
大
寺
跡
、
飛
鳥
寺
跡
、
高
松
塚
古
墳
、
石
舞
台

古
墳
、
於
美
阿
志
神
社
、
天
武
・
持
統
天
皇
陵
、
大
原
の
里
、
飛
鳥
川
等
の
数
多
く
の
歴
史
的
文
化
的
遺
産

が
そ
の
周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
、
明
日
香
村
に
お
け
る
伝
統
と
文
化
を
具
現
し
、
及
び
形
成
し
て
い

る
土
地
の
状
況
で
あ
る
。 

2 

明
日
香
村
特
別
措
置
法
が
保
存
の
対
象
と
す
る
の
は
、
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
で
あ
り
、



二
に
つ
い
て 

2 

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
と
民
生
の
安
定
、
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
農
業
振
興
が
重
要

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
歴
史
的
風
土
の
保
存
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
振

興
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
の
指
導
、
助
言
の
下
に
、
明
日
香
村
及
び
明
日
香
村
の
住
民
が
長
期
的 

1 

明
日
香
村
特
別
措
置
法
上
、
農
業
者
（
農
家
）
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
は
な
い
が
、
農
政
上
は
、
一

般
的
に
専
業
農
家
の
み
な
ら
ず
、
第
一
種
兼
業
農
家
及
び
第
二
種
兼
業
農
家
を
も
対
象
と
し
て
施
策
を
進
め

て
お
り
、
明
日
香
村
特
別
措
置
法
上
も
同
様
な
範
囲
の
農
業
者
が
施
策
の
対
象
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

風
俗
、
習
慣
等
は
直
接
の
保
存
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
を

図
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
、
風
俗
、
習
慣
等
の
保
存
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

な
お
、
農
業
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
は
、
経
営
耕
地
面
積
が
五
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
を
営
む
世
帯
又
は
一
年

間
の
農
産
物
販
売
額
が
十
万
円
以
上
の
世
帯
を
農
家
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

3
及
び

4 

第
一
種
歴
史
的
風
土
保
存
地
区
に
お
い
て
は
、
現
に
稲
作
を
主
と
す
る
農
業
が
営
ま
れ
て
お
り
、

明
日
香
村
に
お
い
て
、
地
区
の
特
性
に
応
じ
た
農
業
振
興
を
進
め
る
た
め
に
は
、
同
地
区
に
お
い
て
稲
作
を

含
め
た
土
地
利
用
型
農
業
の
振
興
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

視
野
か
ら
こ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
が
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
国
と
し
て
も
、
明

日
香
村
特
別
措
置
法
の
趣
旨
に
従
つ
て
同
法
の
特
別
助
成
の
制
度
等
を
活
用
し
つ
つ
、
明
日
香
村
に
お
け
る

農
業
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
努
め
る
所
存
で
あ
る
。 

こ
の
た
め
、
奈
良
県
及
び
明
日
香
村
と
協
議
し
つ
つ
、
稲
作
を
含
め
た
農
業
の
生
産
性
の
向
上
、
新
し
い

作
物
の
導
入
を
中
心
と
し
て
所
要
の
農
業
施
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
農
業
の
担
い

手
や
後
継
者
の
育
成
、
農
産
物
価
格
の
安
定
の
た
め
の
対
策
を
含
め
、
明
日
香
村
整
備
基
金
を
も
活
用
し
つ

つ
、
営
農
条
件
の
改
善
と
農
業
所
得
の
維
持
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

1 

明
日
香
村
整
備
基
金
の
運
用
益
の
各
大
字
管
理
組
合
等
へ
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
明
日
香
村
整
備
基
金
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
明
日
香
村
長
が
、
明
日
香
村
の
実
情
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
行
う
も
の
で
あ

る
。
国
と
し
て
は
、
基
金
の
運
用
益
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
明
日
香
村
特
別
措
置
法
第
八
条
各
号
に
規
定
す

る
事
業
に
当
該
運
用
益
が
適
切
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
監
督
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
土
地
の
買
入
れ
は
、
同
法
第
十
一
条

及
び
同
法
施
行
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
動
産
鑑
定
士
等
の
公
正
な
鑑
定
評
価
を
経
た
近
傍
類
地
の
正
常

な
取
引
価
額
等
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
相
当
な
価
額
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
種
歴
史
的
風
土

保
存
地
区
内
の
土
地
の
買
入
れ
価
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
近
傍
類
地
の
選
定
は
、
第
一
種
歴
史
的
風
土
保

存
地
区
内
に
あ
る
こ
と
を
要
件
と
せ
ず
、
近
接
市
町
村
を
も
含
め
た
最
も
当
該
土
地
に
類
似
し
た
近
傍
の
土
地

と
し
て
い
る
。 

六 

 



2 
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
同
法
第
九
十
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
は
必
要
な
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的

に
は
県
及
び
市
町
村
が
発
掘
調
査
事
業
を
行
い
、
同
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
は
特
別
な
場
合
に

つ
い
て
発
掘
調
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
国
は
、
こ
の
外
に
、
学
術
調
査
と
し
て
行
う
場
合

が
あ
る
。 

明
日
香
村
域
に
お
け
る
国
、
奈
良
県
及
び
明
日
香
村
が
行
う
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
明
日
香
村

特
別
措
置
法
の
成
立
に
際
し
て
の
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
建
設
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
の
趣
旨
に
沿 

明
日
香
村
整
備
基
金
の
運
用
益
は
、
明
日
香
村
特
別
措
置
法
第
八
条
各
号
に
規
定
す
る
事
業
に
必
要
な
経

費
に
充
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
は
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
歴
史
的
風

土
の
保
存
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
事
業
で
あ
る
か
ら
、
明
日
香
村
が
こ
れ
に
当
該
運
用
益
の
一
部
を
充
て

る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
法
の
規
定
に
従
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

七 

 



 

八 

い
、
国
、
奈
良
県
及
び
明
日
香
村
が
話
し
合
い
、
分
担
協
力
し
て
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
円
滑

な
実
施
が
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

   




